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一
、
は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
文
学
作
品
の
文
脈
に
現
わ
れ
る
器
物

は
、
そ
れ
自
体
が
表
現
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
が
問
わ

れ
る
。
小
稿
で
は
、『
古
事
記
』
の
器
物
表
現
、
特
に
刀
剣
類

を
取
り
あ
げ
た
い
。
刀
剣
類
は
、
重
要
な
場
面
で
現
わ
れ
、
特

別
な
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
古
事
記
』
本

文
で
は
、
同
じ
も
の
に
対
し
て
「
剣
」
と
「
刀
」
両
方
の
表
現

が
用
い
ら
れ
て
お
り

（
注
1
）、
各
場
面
に
お
い
て
「
剣
」
や
「
刀
」
と

表
わ
さ
れ
る
そ
れ
ら
が
、ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
、

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　

日
本
古
代
に
お
け
る
剣
・
刀
の
表
記
に
よ
る
分
類
に
関
し
て
、

ま
ず
参
照
さ
れ
る
の
は
、『
倭
名
類
聚
抄
』（
十
巻
本
）「
調
度
部

征
戦
具
」
の
次
の
説
明
で
あ
る
。

　
　

 

剣　

 『
四
聲
字
苑
』
云
、
似
レ
刀
而
両
刃
曰
レ
剣
〈
挙
欠
反
、

今
案
僧
家
所
レ
持
是
也
〉

　
　

 

屬
鏤　

 『
広
雅
』
云
、
屬
鏤
〈
力
朱
反
、
文
選
読
二
豆
流
岐
一
〉、

剣
也

　
　

 

刀　

 『
四
聲
字
苑
』
云
、
似
レ
剣
而
一
刃
曰
レ
刀
〈
都
牢
反
、

大
刀
太
知
、
小
刀
賀
太
奈
〉

　
　

 

長
刀　

 「
唐
令
」
云
、
銀
装
長
刀
、
又
云
、
細
刀
〈
之
路
加

禰
都
久
利
乃
奈
加
太
知
、
細
刀
、
保
曾
太
知
〉

　
　

短
刀　
『
兼
名
苑
』
云
、
刺
刀
〈
能
太
知
〉、
短
刀
也

　
「
剣
」
は
、両
刃
で
僧
家
の
持
つ
物
で
あ
る
と
す
る
。「
屬
鏤
」

は
呉
王
夫
差
が
伍
子
胥
に
与
え
て
自
殺
を
命
じ
た
と
い
う
伝
説

の
「
剣
」
で
、
文
選
読
み
で
は
、
こ
れ
を
「
ツ
ル
キ
」
と
読
む

と
い
う

（
注
2
）。
ま
た
、「
刀
」
は
「
一
刃
」、
つ
ま
り
片
刃
で
、
大
刀

が
「
タ
チ
」、
小
刀
が
「
カ
タ
ナ
」、
長
刀
は
銀
装
で
「
シ
ロ
カ

『
古
事
記
』
の
器
物
表
現

岩　

田　

芳　

子
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ネ
ツ
ク
リ
ノ
タ
チ
」
ま
た
は
細
刀
「
ホ
ソ
タ
チ
」、
短
刀
は
刺

す
も
の
で
「
ノ
タ
チ
」
と
い
う
（
注
3
）。
両
刃
・
片
刃
の
分
類
基
準
は
、

そ
の
後
定
着
し
、
現
在
の
剣
・
刀
の
定
義
も
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
す
で
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奈
良
時

代
ま
で
の
剣
・
刀
は
、
両
刃
・
片
刃
と
い
う
基
準
だ
け
で
は
分

け
難
い
。
稲
荷
山
古
墳
（
五
世
紀
後
半
）
出
土
し
た
「
金
錯
銘
鉄

剣
」
の
銘
に
「
百
練
利
刀
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す

一
例
で
あ
る
。

　

古
墳
時
代
中
期
ご
ろ
か
ら
現
れ
た
、
鋒
（
刀
身
の
先
端
部
）
の

み
が
両
刃
の
器
仗
の
存
在
も
、
刀
身
の
形
状
に
よ
る
分
類
を
難

し
く
し
て
い
る
。た
と
え
ば「
国
家
珍
宝
帳
」に
記
載
さ
れ
る「
金

銅
荘
剣
一
口
」
と
「
金
銅
作
大
刀
一
口
」
と
は
、
外
装
の
記
述

は
同
じ
で
あ
る
が
、刀
身
の
記
述
が
相
違
す
る
。そ
れ
ぞ
れ「
剣
」

が
「
刃
長
二
尺
八
寸
二
分
、両
刃
、刃
中
両
溝
」、「
大
刀
」
が
「
刃

長
二
尺
三
寸
八
分
、
鋒
者
偏
刃
」
と
さ
れ
て
お
り
、
全
体
が
両

刃
の
も
の
が
「
剣
」、
鋒
（
切
先
）
の
辺
り
が
片
刃
に
な
っ
て
い

る
も
の
が
「
大
刀
」
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、同
じ
く
「
国

家
珍
宝
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
「
陽
宝
剣
」「
陰
宝
剣
」
の
二
口

の
刀
身
は
「
鋒
者
偏
刃
、各
銘
宝
剣
字
」
と
さ
れ
、先
の
「
大
刀
」

に
等
し
い
。「
国
家
珍
宝
帳
」
に
記
さ
れ
た
「
御
大
刀
壹
佰
口
」

の
う
ち
、「
剣
」は
、上
記
の
三
口
の
み
で
、し
か
も「
陽
宝
剣
」「
陰

宝
剣
」
二
口
は
、
鋒
が
片
刃
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
全
体
に

両
刃
の
も
の
は
、「
金
銅
荘
剣
」
一
口
の
み
で
あ
る
。
近
藤
好

和
氏
は
、

　
　

 「
剱
」
の
表
記
は
、
日
本
古
代
で
は
両
刃
の
刀
剣
を
表
す

本
来
の
意
味
を
越
え
、
陽
宝
剱
・
陰
宝
剱
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
大
刀
の
美
称
と
な
り
、「
た
ち
」
と
読
む
。
そ

れ
が
中
世
の
儀
仗
へ
と
継
承
さ
れ
た

（
注
4
）。

と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

紀
』
に
お
い
て
例
か
ら
両
刃
・
片
刃
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
を

判
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
剣
・
刀
の
素
材
に
は
、

石
・
玉
・
銅
・
鉄
（
鋼
）
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
素
材

に
つ
い
て
も
、
記
述
か
ら
は
判
別
し
難
い
。
た
だ
し
、『
古
事

記
』
に
目
を
向
け
る
と
、「
剣
」
が
明
ら
か
に
神
代
に
偏
っ
て

現
れ
る
な
ど
、
あ
る
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
表
現
の
意
図
の
存
す
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
剣
」

「
刀
」
が
『
古
事
記
』
の
文
中
に
ど
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い

る
の
か
、整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
は
、「
剣
」

の
表
現
を
取
り
上
げ
て
、『
古
事
記
』
の
器
物
表
現
に
つ
い
て

考
え
た
い
。
な
お
、
剣
・
刀
は
、
表
記
や
表
現
を
問
題
と
す
る

場
合
に
は
「
剣
」「
刀
」、
考
古
学
に
お
け
る
区
分
に
よ
る
場
合
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其
臘
広
一
為
二
之
茎
囲
一
、
長
倍
レ
之
。
中
二
其
莖
一
、
設
二

其
後
一
、
参
二
分
其
臘
広
一
、
去
レ
一
以
為
二
首
広
一
、
而

囲
レ
之
。
身
長
五
二
其
莖
長
一
重
九

、
謂
二
之
上
制
一
上
士

服
レ
之
。
身
長
四
二
其
莖
長
一
重
七

、
謂
二
之
中
制
一
中
士

服
レ
之
。
身
長
三
二
其
莖
長
一
重
五

、
謂
二
之
下
制
一
下
士

服
レ
之
〔
２
〕。

　
　
（
鄭
玄
注
）〔
１
〕
臘
、
謂
二
両
刃
一

　
　
　
　
　
　
〔
２ 

〕…

此
今
之
匕
首
也
。
人
各
以
二
其
形
貌
大

小
一
帯
レ
之
、
此
士
、
謂
国
勇
力
之
士
、
能

用
二
五
兵
者
一
也…

と
さ
れ
る
。「
桃
氏
」は
剣
の
製
作
を
司
る
官
。「
桃
氏
」の「
剣
」

は
両
刃
で
、
剣
身
と
莖
の
比
率
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
持
つ
者
の

資
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。『
説
文
解
字
』
と
同
様
の

区
別
は
、『
篆
隷
万
象
名
義
』（
高
山
寺
本
）
の
「
刀　

都
亮
反
、

兵
也
」「
劔　

居
欠
反
、
両
舌
刀
」
と
い
っ
た
説
明
に
も
見
ら

れ
る
。

　

ま
た
、『
釈
名
』
に
は
、

　
〔
釈
名
釈
兵
〕

　
　

刀 　

到
也
、
以
二
斬
伐
一
到
二
其
所
一
乃
撃
レ
之
也
。
其
末

曰
レ
鋒
、
言
若
二
鋒
刺
之
毒
利
一
也
。
其
本
曰
レ
環
、
形

似
レ
環
也…

に
は
〔
剣
〕〔
刀
〕
と
表
記
し
、総
称
と
し
て
使
う
場
合
に
は 

剣
・

刀 

と
す
る
。
ま
た
、
剣
・
刀
の
漢
字
の
表
記
は
、
漢
字
の
別

が
問
題
と
な
る
場
合
と
論
文
の
引
用
以
外
で
は
す
べ
て
常
用
漢

字
に
統
一
す
る
。

　
　
　

二
、「
剣
」「
刀
」
の
変
遷

　
『
古
事
記
』
の
検
討
に
入
る
前
に
、「
剣
」「
刀
」
の
表
記
と

そ
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
〔
説
文
解
字（

注
5
）〕

　
　

刀　

兵
也
、
象
也
、
凡
刀
之
属
皆
从
レ
刀

　
　
　
　
（
段
注
）
刀
者
兵
之
一
也

　
　

劒　

人
所
レ
帯
兵
也
、
从
レ
刃
僉
聲
、
劒
、

文
劒
从
レ
刀

　
　
　
　

 （
段
注
）
桃
氏
為
レ
劔
、
有
二
上
制
一
、
有
二
中
制
一
、
有
二

下
制
一
、
注
云
、
此
今
之
匕
首
也
、
人
各
以
二
其
形

皃
大
小
一
帯
レ
之

『
説
文
解
字
』
で
は
、「
刀
」
は
「
兵
」、
す
な
わ
ち
武
具
と
さ

れ
、「
剣
」
は
人
が
帯
び
る
武
具
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
清
・

段
玉
裁
は
、「
剣
」
の
例
と
し
て
「
桃
氏
」
の
「
剣
」
を
引
く
。

こ
の
記
述
は
「
考
工
記
」
に
見
え
、

　
〔
周
礼
、
冬
官
考
工
記
、
桃
氏（

注
6
）〕

　
　

 

桃
氏
為
レ
剣
、臘
広
二
寸
有
半
寸
〔
１
〕、両
従
半
レ
之
、以
二
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剣 　

検
也
、
所
三
以
防
二
検
非
常
一
也
。
又
、
斂
也
、
以
三
其

在
レ
身
時
、
拱
斂
在
二
臂
内
一
也
。
其
旁
鼻
曰
レ
鐔
、
鐔
尋

也
。
帯
所
二
貫
尋
一
也
。
其
末
曰
レ
鋒
、
鋒
末
之
言
也

と
見
え
る
。「
刀
」
は
「
到
」
で
、
相
手
の
所
に
到
っ
て
斬
撃

に
用
い
る
も
の
、「
剣
」
は
「
検
」
ま
た
は
「
斂
」
で
、
常
な

ら
ぬ
事
態
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
。
身
に
着
け
て
い
る
時
は
、
両

手
で
抱
え
、
臂
の
内
に
納
め
て
い
る
と
い
う
。『
説
文
解
字
』

や
『
釈
名
』
に
は
、「
剣
」「
刀
」
が
両
刃
・
片
刃
と
い
う
刀
身

の
形
状
で
対
比
さ
せ
る
理
解
が
見
ら
れ
な
い
。「
刀
」
は
武
具

で
あ
り
、「
剣
」
は
身
に
着
け
て
用
い
る
武
具
で
あ
る
、
と
い

う
区
別
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
け
る
〔
剣
〕〔
刀
〕
の
利
用
は
、
大
き
く
捉
え
て
、

〔
剣
〕
か
ら
〔
刀
〕
へ
と
移
行
し
た
と
さ
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
で

発
達
し
た
〔
銅
剣
〕
は
二
系
統
あ
る
。
一
つ
は
、
西
周
時
代
前

期
か
ら
中
国
陝
西
地
方
に
現
わ
れ
た
も
の
で
、
秦
漢
時
代
に
は

〔
銅
剣
〕
が
長
大
化
す
る
と
と
も
に
〔
鉄
剣
〕
の
出
現
を
見
る
。

も
う
一
つ
は
、
殷
時
代
か
ら
西
周
時
代
の
頃
、
中
国
北
方
で
成

立
し
た
青
銅
器
文
化
に
現
わ
れ
る
も
の
で
、
東
方
に
広
が
り
、

「
遼
寧
式
銅
剣
」
へ
と
発
展
し
た
。
前
漢
の
頃
に
〔
鉄
剣
〕
へ

と
移
行
す
る
。
朝
鮮
半
島
へ
は
、
陝
西
地
方
と
遼
寧
式
と
の
二

系
統
の
〔
銅
剣
〕
が
伝
わ
り
、
日
本
へ
は
、
弥
生
時
代
、
主
に

遼
寧
式
の
系
統
の
も
の
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、〔
銅
刀
〕

は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
携
帯
用
の
ナ
イ
フ
と
し
て
現
わ
れ
、

広
く
生
活
用
品
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
大
型
の
も
の
は
人
の
首

や
馬
を
斬
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
中
国
戦
国
時
代
後
期

か
ら
前
漢
に
か
け
て
、
実
戦
用
の
武
器
と
し
て
〔
大
刀
〕
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
漢
の
頃
に
は
、〔
鉄
大
刀
〕
が
実
戦

用
の
主
流
と
な
り
、〔
鉄
剣
〕
は
儀
仗
化
す
る
。
六
朝
の
頃
に

は
〔
鉄
大
刀
〕
が
一
般
化
す
る

（
注
7
）。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
と
、
書
物
に
お
け
る
「
剣
」「
刀
」

の
現
わ
れ
方
と
を
対
応
さ
せ
て
検
証
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
行
な

わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
宮
崎
市
定
氏
は
、「
こ
れ
は

私
一
個
人
の
感
触
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
が
、
漢
代
ま
で
の
古

記
録
に
は
、
兵
器
と
し
て
の
剣
と
い
う
字
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
く

用
い
ら
れ
る
が
、
六
朝
こ
ろ
か
ら
、
剣
に
代
っ
て
刀
と
い
う
字

が
多
く
な
る
」
と
し
、

　
　

 

そ
も
そ
も
剣
の
原
始
的
な
形
状
は
、
幅
が
比
較
的
に
広

く
、
長
さ
は
む
し
ろ
短
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
剣
は

初
め
か
ら
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
世
ま
で
剣
と
い
う

名
は
文
学
的
な
響
き
を
も
ち
、
古
典
的
な
器
物
と
し
て
尊

重
さ
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
刀
は
実
用
的
な
利
器
と
し
て

発
達
し
、
料
理
に
は
膾
刀
、
屠
殺
に
は
牛
刀
な
ど
の
区
分
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が
あ
る
。
製
鉄
の
技
術
が
進
歩
し
て
か
ら
、
長
尺
の
刀
が

造
ら
れ
る
と
、
武
器
と
し
て
も
護
身
用
に
も
刀
が
一
般
化

し
、
剣
も
と
き
に
長
尺
の
も
の
は
刀
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
推
測
さ
れ
る

（
注
8
）。
白
崎
昭
一
郎
氏
は
、「『
刀
』
と
『
剣
』」
（
注
9
）に

お
い
て
、『
春
秋
左
氏
伝
』『
史
記
』『
漢
書
』『
三
国
志
』『
後

漢
書
』『
宋
書
』
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
剣
」「
刀
」
の
分
布
調

査
結
果
を
ま
と
め
ら
れ
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
刀
」
の
使

用
頻
度
が
高
く
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、「
剣
」「
刀
」

の
使
用
傾
向
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
斎
藤
希
史
氏
は
、

「
剣
と
王
―
―
干
将
・
莫
邪
・
眉
間
尺
」

）
10

（
注

に
お
い
て
、
中
国
に

お
け
る
剣
・
刀
の
素
材
が
、
銅
製
か
ら
鉄
製
へ
と
移
り
変
わ
っ

た
史
的
変
遷
が
、『
越
絶
書
』
の
外
伝
記
宝
剣
記
事
に
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
か
つ
、
そ
う
し
た
史
的
認
識
を

持
た
な
い
書
物
も
存
す
る
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
中
国

に
お
け
る
「
剣
」「
刀
」
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
書
物
の
時
代
や
意
図
に
も
関
わ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
に
朝
鮮
半
島
経
由
で
青
銅
の
〔
剣
〕
が
齎
さ
れ
た
の
は

弥
生
時
代
中
期
で
、
そ
の
直
後
か
ら
国
内
で
の
製
作
も
行
わ
れ

た
。
同
時
期
に
、
鉄
製
の
〔
剣
〕〔
刀
〕
も
輸
入
さ
れ
始
め
て

い
た
が
、
当
時
は
銅
製
が
主
流
で
あ
っ
た
。
青
銅
器
時
代
の
初

期
に
は
細
形
・
中
細
形
が
多
く
見
ら
れ
、
次
第
に
中
広
形
・
平

形
が
増
え
る
の
は
、〔
剣
〕
が
祭
器
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
青

銅
器
時
代
に
見
ら
れ
る
器
仗
は
、ほ
ぼ
両
刃
の
〔
剣
〕
で
あ
り
、

〔
刀
〕
は
例
外
的
に
出
土
す
る
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
に

特
徴
的
な
現
象
で
あ
る

）
11

（
注

。
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
青
銅
器
の
祭

器
化
に
伴
い
、
武
器
に
つ
い
て
は
鉄
製
の
も
の
が
増
え
て
行
っ

た
。鉄
製
の
器
仗
は
、大
陸
か
ら
齎
さ
れ
た
当
初
か
ら〔
剣
〕〔
刀
〕

の
両
方
が
あ
っ
た
が
、
古
墳
時
代
初
期
か
ら
盛
期
に
両
刃
か
ら

片
刃
へ
の
移
行
が
起
こ
る
。
刃
の
切
先
（
鋒
）
の
み
両
刃
と
す

る
造
り
も
古
墳
盛
期
頃
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
後
、

器
仗
用
と
し
て
は
〔
刀
〕
も
し
く
は
鋒
の
み
両
刃
の
器
仗
が
主

流
と
な
り
、〔
剣
〕
は
儀
仗
化
し
て
残
っ
た
。
古
墳
時
代
後
期

に
な
る
と
、
刀
身
は
長
大
な
も
の
が
増
え
、
柄
や
鞘
を
金
や
銀

な
ど
で
飾
っ
た
装
飾
性
の
高
い
〔
大
刀
〕
が
流
行
す
る
。
柄
頭

の
装
飾
に
よ
っ
て
、
環
頭
・
圭
頭
・
円
頭
・
方
頭
・
頭
椎
な
ど

と
区
別
さ
れ
る
が
、〔
頭
椎
大
刀
〕
の
よ
う
に
、
国
内
で
独
自

に
発
展
し
た
も
の
も
あ
る

）
12

（
注

。

　

剣
・
刀
の
用
途
は
武
器
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
剣
・
刀
は

佩
用
者
の
権
威
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
井
昌
國
氏
に

よ
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
〔
素
環
頭
刀
・
環
頭
大
刀
〕
に
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は
、
佩
用
の
た
め
の
装
具
が
無
く
、
鞘
袋
に
入
れ
て
帯
用
ま
た

は
背
負
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
で
は
佩
環
が
付
属
す
る

こ
と
が
あ
り
、
古
く
よ
り
佩
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い

う
）
13

（
注

。
ま
た
、
祭
器
と
し
て
も
発
展
し
た
剣
・
刀
で
あ
る
が
、
辟

邪
な
ど
の
目
的
の
ほ
か
、
器
仗
と
し
て
幣
帛
と
す
る
こ
と
も
行

な
わ
れ
た
。

　
　

 

令
二
祠
官
一
、
卜
三
兵
器
為
二
神
幣
一
、
吉
之
。
故
弓
矢
及
横

刀
納
二
諸
神
之
社
一
。
仍
更
定
二
神
地
・
神
戸
一
、
以
レ
時
祠

之
。
蓋
兵
器
祭
二
神
祇
一
、
始
二
興
於
是
時
一
也　

 
（
垂
仁
紀
二
十
七
年
八
月
七
日
条
）

剣
・
刀
は
主
要
な
祭
器
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
御
神
体
と
も
さ
れ

る
。

　

古
代
の
日
本
に
お
い
て
剣
・
刀
は
、
著
し
い
発
展
を
遂
げ
る
。

八
世
紀
初
頭
は
未
だ
そ
の
過
渡
期
で
あ
る
。〔
刀
〕
の
使
用
が

〔
剣
〕
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
な
お
さ
ま
ざ
ま
に
試

行
錯
誤
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
正
倉
院
に
残
さ
れ
た
器
仗

の
造
形
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

三
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
剣
」

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
「
剣
」「
刀
」
の
使
用
傾
向
は
、

末
永
雅
雄
氏
が
「
卽
ち
記
・
紀
を
通
じ
て
表
は
さ
る
る
こ
と
は
、

そ
の
前
半
段
の
記
載
は
武
器
が
最
も
神
祕
的
な
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
を
り
極
め
て
意
義
深
い
内
容
を
表
は
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
後
半
段
に
お
け
る
記
載
は
い
づ
れ
も
武
器
が
有

し
た
實
際
上
の
威
力
の
發
揚
、
換
言
す
れ
ば
現
實
の
武
力
が
、

戰
鬪
用
武
器
と
し
て
相
手
を
慴
伏
せ
し
む
べ
き
性
能
の
顯
現
に

記
述
の
重
點
が
あ
る
と
思
ふ
」）

14

（
注

と
さ
れ
る
。『
古
事
記
』
に
お

い
て
「
剣
」「
刀
」
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て

い
る
か
を
検
証
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
剣
」
に

つ
い
て
見
た
い
。

　
「
剣
」
は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
偏
り
を
も
っ
て
現
れ
る
。

　

①
「
十
拳
（
掬
）
剣
」

　
　

神
代
記

　
　
　

⑴  

迦
具
土
神
殺
害　

伊
耶
那
岐
が
迦
具
土
神
の
頸
を

「
十
拳
剣
」
で
切
る
。

　
　
　

⑵  

黄
泉
国
か
ら
逃
げ
る　

伊
耶
那
岐
が
追
手
を
退
け

る
た
め
に
「
後
手
」
で
「
十
拳
剣
」
を
振
る
。

　
　
　

⑶  

う
け
ひ　

天
照
大
神
が
須
佐
之
男
の
佩
く
「
十
拳

剣
」
を
噛
む
。

　
　
　

⑷  

八
俣
大
蛇
の
退
治　

須
佐
之
男
が
「
十
拳
剣
」
で

大
蛇
を
切
る
。

　
　
　

⑸  
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
剣　
「
十
掬
剣
」
で
喪
屋
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を
切
り
伏
せ
る
。

　
　
　

⑹  

建
御
雷
神
の
降
臨　
「
十
掬
剣
」
を
波
の
穂
に
逆
さ

ま
に
立
て
、
そ
の
尖
端
に
降
臨
。

　
　
　

⑺  

火
遠
理
命　
「
十
拳
剣
」
を
つ
ぶ
し
て
「
鉤
」
を

五
百
個
作
る
。

　
　
「
剣
刃
」　

　
　
　

⑻  

神
代
記　

建
御
雷
神
の
手
が
変
化
し
て
「
剣
刃
」

と
成
る
。

　

②
「
草
那
芸
剣
」（
神
代
記
で
は
「
草
那
芸
大
刀
」）

　
　
　

⑼  

景
行
記　

倭
建
命
が
姨
倭
比
売
命
か
ら
渡
さ
れ
、

東
国
を
平
定
し
た
の
ち
尾
張
国
の
美
夜
受
比
売
の

許
に
残
さ
れ
る
。

　
　
「
剣
」

　
　
　

⑽  

景
行
記　

小
碓
命
が
熊
襲
建
を
殺
害
す
る
。

　
　
　

⑾  

履
中
記　

水
歯
別
命
が
隼
人
曾
婆
訶
理
を
殺
害
す

る
。

①　
「
十
拳
（
掬
）
剣
」

　
『
古
事
記
』
の
「
剣
」
は
、用
例
の
多
く
を
「
十
拳
（
掬
）
剣
」

が
占
め
、そ
れ
は
す
べ
て
神
代
記
に
現
わ
れ
る
。「
十
拳
剣
」は
、

神
の
所
有
す
る
「
剣
」
で
あ
る
。

　
　

⑴  

於
是
、
伊
耶
那
岐
命
、
抜
下
所
二
御
佩
一
之
十
拳
剣
上
、

斬
二
其
子
迦
具
土
神
之
頸
一
。
爾
、
著
二
其
御
刀
前
一
之

血
、
走
二
就
湯
津
石
村
一
、
所
レ
成
神
名
、
石
析
神
。
次
、

根
析
神
。

…

故
、
所
レ
斬
之
刀
名
、
謂
二
天
之
尾
羽
張
一
。

亦
名
、
謂
二
伊
都
之
尾
羽
張
一
。

 

（
神
代
記
、
迦
具
土
神
殺
害
）

　

迦
具
土
神
の
頸
を
切
り
、
そ
の
血
が
刀
身
を
流
れ
て
神
々
を

生
成
す
る
こ
と
は
、「
十
拳
剣
」
が
死
と
生
成
を
齎
す
聖
な
る

呪
具
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
」
は
、

そ
の
名
か
ら
長
大
な
「
剣
」
の
義
と
解
さ
れ
る
。
大
き
さ
は
、

「
剣
」
の
威
力
、
霊
力
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
二
三

年
に
奈
良
・
富
雄
丸
山
遺
跡
（
４
世
紀
）
か
ら
出
土
し
た
全
長

二
三
七
㎝
に
も
及
ぶ
長
大
な
蛇
行
剣
は
、
そ
の
用
途
の
解
明
が

俟
た
れ
る
が
、
剣
・
刀
に
と
っ
て
、
そ
の
大
き
さ
が
威
力
や
霊

威
の
強
大
さ
を
示
し
得
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
貴
重
な
実
例
で

あ
る

）
15

（
注

。『
古
事
記
』
の
「
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
」
に
は
、「
ツ
カ
」

の
表
記
に
「
拳
」
と
「
掬
」
と
の
二
種
類
が
見
ら
れ
る
。「
十

掬
剣
」
は
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
「
大
量
」・「
神
度
剣
」

と
、
建
御
雷
神
の
「
剣
」
と
を
表
わ
す
。「
拳
」
は
こ
ぶ
し
の

義
で
、
親
指
を
除
く
四
本
の
指
の
幅
を
基
準
と
す
る
「
ツ
カ
」

の
長
さ
に
対
応
さ
せ
つ
つ
、
闘
い
に
用
い
る
武
器
を
表
わ
す
と

（7）
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解
さ
れ
る
。「
掬
」
は
、
た
と
え
ば
晉
・
陸
機
〈
子
衡
〉「
文
賦
」

（『
文
選
』
巻
十
七
）「
雖
三
紛
二
藹
於
此
世
一
、
嗟
不
レ
盈
二
於
予
掬
一
」

の
李
善
注
に
「『
毛
詩
』（
小
雅
・
采
緑
）
曰
、
終
朝
采
緑
、
不
レ

盈
二
一
掬
一
。
毛
萇
曰
、
緑
、
王
芻
（
植
物
の
名
。
黄
色
の
染
料
と
な

る
）。
両
手
曰
レ
掬
」
と
見
え
る
よ
う
に
、両
手
の
こ
と
で
あ
る
。

長
さ
を
表
わ
す
「
ツ
カ
」
を
、
両
手
を
意
味
す
る
「
掬
」
の
字

で
表
記
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
「
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
」
を
特
別

に
大
き
な
「
剣
」
と
し
て
表
わ
す
意
図
が
あ
る
こ
と
を
考
え
さ

せ
る
。
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
は
、
そ
の
原
型
を
農
耕
に
関
わ

る
雷
神
と
さ
れ
る

）
16

（
注

が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
復
活
し
た

鳥
と
し
て
の
性
質
が
見
ら
れ
る

）
17

（
注

。
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
登

場
が
、
天
若
日
子
と
し
て
死
ん
だ
神
の
復
活
を
示
す
の
で
あ
る

な
ら
ば
、「
喪
屋
」
を
切
り
伏
せ
る
こ
と
は
、
死
と
い
う
こ
と

そ
の
も
の
の
破
壊
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め

の
「
剣
」
は
、通
常
の
「
十
拳
剣
」
よ
り
も
長
大
な
「
十
掬
剣
」

が
相
応
し
い
。「
大
量
」
は
、「
量
」
が

鉞
の
意
で
、「
大
刀

の
威
力
を
大

に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
」）

18

（
注

と
考
え
ら
れ
、「
神
度

剣
」
は
、「
度
」
が
「
利
」
の
濁
音
化
し
た
も
の

）
19

（
注

と
さ
れ
る
。「
大
」

や
「
神
」
と
冠
さ
れ
る
、「
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
」
の
な
か
で
も

特
別
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

剣
・
刀
は
、
武
器
で
あ
る
た
め
に
、
対
象
に
死
を
齎
す
が
、

そ
う
し
た
生
命
に
関
わ
る
器
仗
と
し
て
、
そ
れ
自
体
に
霊
力

が
把
握
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
十
拳
（
掬
）
剣
」
の
例
で

は
、
⑴
火
の
神
の
死
に
伴
う
神
々
の
生
成
、
⑷
八
俣
大
蛇
の
斬

殺
と
「
草
那
芸
大
刀
」
の
出
現
、
⑸
天
若
日
子
の
死
と
そ
の
喪

屋
の
消
失
に
伴
う
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
出
現
と
い
う
よ
う

に
、
死
と
生
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
イ
ザ
ナ
キ
が
黄

泉
の
国
の
追
っ
手
を
退
け
る
呪
術
的
な
行
為
や
、
火
遠
理
命
が

「
十
拳
剣
」
を
「
鉤
」
と
し
て
失
く
し
た
「
鉤
」
の
代
わ
り
と

す
る
行
為
か
ら
も
、「
十
拳
剣
」
の
霊
力
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
伊
耶
那
岐
命
が
迦
具
土
神
を
斬
っ
た
時
の
「
十
拳
剣
」
が

神
格
化
し
た
天
之
尾
羽
張
（
伊
都
之
尾
羽
張
）
の
子
で
、⑹
に
よ
っ

て
「
剣
」
の
神
と
さ
れ
る
建
御
雷
神
が
、
自
ら
の
手
を
「
取
二

成
立
氷
一
、
亦
、
取
二
成
剣
刃
一
」（
⑻
）
と
す
る
の
は
、
自
身

が
剣
そ
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
、
剣
の
神
の
霊
威
を
示
す
神
話

的
表
現
で
あ
ろ
う
。「
十
拳
（
掬
）
剣
」
は
、
特
別
な
霊
威
を

有
し
た
、
神
の
振
る
う
聖
な
る
武
器
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
景
行
紀
（
十
二
年
九
月
五
日
条
）

及
び
仲
哀
紀
（
八
年
正
月
四
日
条
）
で
、「
鏡
」
や
「
瓊
」
と
と
も

に
、「
八
握
剣
」
や
「
十
握
剣
」
を
掛
け
た
賢
木
を
立
て
た
船
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蛇
の
尾
か
ら
現
れ
た
「
大
刀
」
が
「
十
拳
剣
」
の
有
す
る
威
力
・

霊
力
に
勝
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
景
行
記
で
は
、こ
の「
大

刀
」
が
「
草
那
芸
剣
」
と
し
て
再
び
現
わ
れ
る
。

　
　

⑼  

因
レ
此
思
惟
、
猶
所
レ
思
二
看
吾
既
死
一
焉
、
患
泣
罷
時
、

倭
比
売
命
、
賜
二
草
那
芸
剣
一
〈
那
芸
二
字
以
レ
音
〉、
亦
、

賜
二
御
嚢
一
而
、
詔
、
若
有
二
急
事
一
、
解
二
玆
嚢
口
一

 

（
景
行
記
）

倭
建
命
は
、
東
征
に
赴
く
に
あ
た
り
、
倭
比
売
命
か
ら
「
御
嚢
」

と
と
も
に
「
草
那
芸
剣
」
を
渡
さ
れ
る
。「
草
那
芸
剣
」
は
、

倭
建
命
が
駿
河
国
で
国
主
に
騙
さ
れ
て
火
に
囲
ま
れ
た
と
き
、

次
の
よ
う
な
威
力
を
発
現
す
る
。

　
　
　

 

故
、
知
レ
見
レ
欺
而
、
解
二
開
其
姨
倭
比
売
命
之
所
レ
給
嚢

口
一
而
見
者
、
火
打
、
有
二
其
裏
一
。
於
是
、
先
以
二
其
御

刀
一
刈
二
撥
草
一
、
以
二
其
火
打
一
而
打
二
出
火
一
、
著
二
向

火
一
而
焼
退
、
還
出
、
皆
切
二
滅
其
国
造
等
一
、
即
著
レ
火

焼
。
故
、
於
レ
今
謂
二
焼
遺
一
也 

（
同
）

　

こ
こ
で
「
御
刀
」、
即
ち
「
草
那
芸
剣
」
は
、「
草
な
ぎ

0

0

」
の

名
の
通
り
に
草
を
刈
り
撥
う
。「
撥
」
は
、「
拂
」
に
通
じ
て
拂

う
意
で
あ
る
が
、「
撥　

治
也
、
从
レ
手
発
声
」（『
説
文
解
字
』）

と
さ
れ
、
治
め
る
義
が
あ
る
と
同
時
に
、「
口
二
霜
刃
一
、
足

撥
二
飛
鋒
一
」（
張
協
〈
景
陽
〉「
七
命
八
首
」（
三
）、『
文
選
』
三
五
）

を
用
意
し
て
天
皇
を
迎
え
た
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
う
し
た

「
鏡
」「
瓊
」「
剣
」の
儀
礼
的
な
利
用
に
つ
い
て
和
田
萃
氏
は
、「
そ

れ
ら
の
宝
器
が
領
域
支
配
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
献
上
す

る
こ
と
が
服
属
の
制
約
で
あ
っ
た
」）

20

（
注

と
さ
れ
る
。
神
迎
え
に
通

じ
る
こ
の
儀
礼
は
、「
十
拳
剣
」
が
聖
な
る
呪
具
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
把
握
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
う

し
た
把
握
に
基
づ
き
、『
古
事
記
』
が
「
十
拳
（
握
）
剣
」
を
神
々

の
「
剣
」
と
し
て
表
わ
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

②
「
草
那
芸
剣
」
と
「
剣
」

　
「
草
那
芸
剣
」
は
、
須
佐
之
男
命
が
八
俣
遠
呂
智
を
退
治
し

た
時
に
、
そ
の
尾
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
、
神
代
記
の
当
該
場

面
で
は
、「
草
那
芸
之
大
刀
」
と
さ
れ
る
。

　
　

⑷  

爾
、
速
須
佐
之
男
命
、
抜
下
其
所
二
御
佩
一
之
十
拳
剣
上
、

切
二
散
其
蛇
一
者
、
肥
河
、
変
レ
血
而
流
。
故
、
切
二
其
中

尾
一
時
、
御
刀
之
刃
、
毀
。
爾
、
思
レ
怪
、
以
二
御
刀
之

前
一
刺
割
而
見
者
、
在
二
都
牟
羽
之
大
刀
一
。
故
、
取
二
此

大
刀
一
、
思
二
異
物
一
而
、
白
三
上
於
二
天
照
大
御
神
一
也
。

是
者
、
草
那
芸
之
大
刀
也
〈
那
芸
二
字
以
レ
音
〉

 

　
（
神
代
記
）

　

須
佐
之
男
の
「
十
拳
剣
」
の
刃
が
毀
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
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の
李
善
注
に
「
広
雅
曰
、
撥
、
除
也
」
と
さ
れ
、
は
ら
い
除
け

る
義
で
用
い
ら
れ
る
。「
刈
撥
」
と
は
、
た
だ
刈
り
取
る
の
で

は
な
く
、「
草
那
芸
剣
」
の
威
力
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
草
を
あ
っ

と
い
う
間
に
こ
と
ご
と
く
刈
り
除
き
、
見
通
し
よ
く
し
て
し
ま

う
こ
と
を
言
う
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
倭
建
命
を
計
略
に

か
け
た
駿
河
国
主
ら
は
、「
剣
」で
切
り
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。『
古

事
記
』
で
「
滅
」
は
、
他
に
二
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　

 

爾
、
亦
、
其
御
祖
命
、
哭
乍
求
者
、
見
レ
得
、
即
析
二
其

木
一
而
取
出
活
、
告
二
其
子
一
言
、「
汝
者
、
有
二
此
間
一
者
、

遂
為
二
八
十
神
所
一
レ
滅
」、
乃
違
二
遣
於
木
国
之
大
屋
毘

古
神
之
御
所
一 

（
神
代
記
）

大
穴
牟
遅
神
は
、
か
つ
て
自
分
を
妨
害
し
、
死
へ
と
追
い
や
っ

た
八
十
神
を
「
滅
」
す
る
。
ま
た
、
次
の
例
は
、
水
歯
別
命
が

「
剣
」
で
隼
人
の
曾
婆
訶
理
を
斬
っ
た
場
面
で
あ
る
。

　
　

⑾  

故
、
雖
レ
報
二
其
功
（
墨
江
中
王
殺
害
を
成
し
遂
げ
た

こ
と
）
一
、
滅
二
其
（
曾
婆
訶
理
）
正
身
一

…

爾
、
詔
二

其
隼
人
一
、
今
日
与
二
大
臣
一
飲
二
同
盞
酒
一
、
共
飲
之
時
、

隠
レ
面
大
鋺
、
盛
二
其
進
酒
一
。
於
是
、
王
子
（
水
歯
別

命
）、
先
飲
、
隼
人
、
後
飲
。
故
、
其
隼
人
飲
時
、
大
鋺
、

覆
レ
面
。
爾
、
取
下
出
置
二
席
下
一
之
剣
上
、
斬
二
其
隼
人

之
頸
一
、
乃
明
日
上
幸
。
故
、
号
二
其
地
一
謂
二
近
飛
鳥
一

也 

（
履
中
記
）

水
歯
別
命
は
墨
江
中
王
の
暗
殺
を
計
画
し
、
王
の
近
習
の
隼
人

曾
婆
訶
理
に
、
大
臣
職
を
与
え
る
と
約
束
し
て
主
君
を
殺
さ
せ

る
。
そ
し
て
今
度
は
、
曾
婆
訶
理
を
主
君
へ
の
忠
義
に
反
し
た

者
と
し
て
誅
殺
す
る
。
隼
人
は
、「
彼
ら
は
帯
剣
し
、
吠
声
や

歌
舞
を
行
い
、
警
護
の
任
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
履
中
記

に
隼
人
の
刺
客
曾
婆
訶
理
が
見
え
る
が
、
訶
理
は
神
代
紀
下
に

見
え
る
大
葉
刈
の
カ
リ
に
通
じ
る
と
さ
れ
、
神
剣
を
意
味
し
て

い
る
。
曾
婆
訶
理
は
隼
人
の
帯
び
る
剣
の
呪
力
よ
り
案
出
さ
れ

た
人
名
と
推
考
さ
れ
て
お
り
、
隼
人
の
剣
に
は
格
別
の
呪
能
が

あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
」）

21

（
注

と
さ
れ
る
。「
格
別
の
呪
能
」

を
帯
び
る
「
隼
人
の
剣
」
の
名
を
持
つ
曾
婆
訶
理
を
殺
す
た
め

の
武
器
は
、そ
の
呪
能
を
超
え
る
武
器
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
、水
歯
別
命
の「
剣
」な
の
で
は
な
い
か
。
水
歯
別
命
は
、

曾
婆
訶
理
の
「
正た

だ

身み

」
を
「
滅
」
す
る
と
決
め
、「
剣
」
を
振

る
う
の
で
あ
り
、「
滅
」
は
、
相
手
を
徹
底
的
に
消
滅
さ
せ
て

し
ま
う
状
況
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
草
那
芸
剣
」
で
斬

ら
れ
た
駿
河
国
主
等
や
、
曾
婆
訶
理
も
、
霊
魂
が

る
可
能
性

が
一
切
無
い
く
ら
い
に
身
体
を
破
壊
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
　

⑽  

爾
、
小
碓
命
、
給
二
其
姨
倭
比
売
命
之
御
衣
・
御
裳
一

以
、剣
納
二
于
御
懷
一
而
、幸
行
。…

故
、臨
二
其
酣
時
一
、
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自
レ
懐
出
レ
剣
、
取
二
熊
曾
之
衣
衿
一
、
剣
自
二
其
胸
一
刺

通
之
時
、
其
弟
建
、
見
畏
逃
出
。
乃
、
追
二
至
其
室
之

椅
本
一
、
取
二
其
背
皮
一
、
剣
自
レ
尻
刺
通
。
爾
、
其
熊

曾
建
白
言
、
莫
レ
動
二
其
刀
一
。
僕
、
有
二
白
言
一
。…

（
小
碓
命
が
倭
男
具
那
王
で
あ
る
と
名
告
り
、
弟
建
は
、

倭
建
御
子
の
名
を
献
上
し
た
）…

是
事
白
訖
、
即
如
二

熟
瓜
一
振
析
而
、
殺
也　

 

（
景
行
記
）

　

小
碓
命
は
、
熊
襲
建
兄
弟
を
殺
す
た
め
、
倭
比
売
命
の
衣
を

着
て
女
装
を
し
、
懐
に
「
剣
」
を
隠
し
て
宴
席
に
入
り
込
む
。

宴
が
酣
と
な
っ
た
時
、「
剣
」
で
兄
の
胸
を
刺
す
。
さ
ら
に
、

逃
げ
る
弟
を
捕
ま
え
て
尻
か
ら
「
剣
」
を
刺
し
通
し
、
そ
の
状

態
で
弟
か
ら
倭
建
御
子
の
名
を
献
上
さ
れ
た
の
ち
、
熟
れ
た
瓜

の
よ
う
に
振
り
裂
い
て
殺
し
た
と
い
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

弟
建
を
殺
す
場
面
の
異
常
さ
で
あ
ろ
う
。「
剣
」
を
尻
か
ら
刺

し
通
し
、「
熟ほ

そ
ぢ瓜
」
の
よ
う
に
裂
く
の
は
、
小
碓
命
の
異
常
な

力
を
表
わ
す
が
、
弟
建
が
、「
剣
」
に
刺
し
通
さ
れ
て
も
そ
の

時
点
で
は
死
な
ず
に
、
名
の
献
上
を
行
な
っ
て
、
内
側
か
ら
身

体
を
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
は
、「
剣
」
に
対
す
る
、
理

屈
を
超
越
し
た
威
力
と
霊
力
へ
の
理
解
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
剣
」
を
も
っ
て
徹
底
的
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
存
在
が
、

古
代
大
和
の
勢
力
が
常
に
注
視
し
、
対
立
と
融
和
を
繰
り
返
し

た
九
州
南
方
の
熊
曾
と
隼
人
で
あ
る
こ
と
に
も

）
22

（
注

、『
古
事
記
』

の
意
図
が
窺
わ
れ
よ
う
。「
剣
」
は
、
相
手
の
身
を
滅
ぼ
し
て

こ
の
世
か
ら
抹
殺
す
る
と
い
う
霊
力
を
有
す
る
武
器
と
し
て
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、「
剣
」「
刀
」
を
、
表
現
と
し
て
意
識
的

に
書
き
分
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
剣
」
は
、神
代
の
「
十

拳
（
掬
）
剣
」
の
例
を
中
心
と
す
る
が
、
人
代
に
お
い
て
も
特

定
の
相
手
を
殺
す
武
器
と
し
て
見
ら
れ
た
。
剣
・
刀
に
は
、
古

く
か
ら
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
別
な
霊
力
が
把
握
さ
れ
る

側
面
と
、
武
器
と
し
て
、
常
に
新
し
く
す
ぐ
れ
た
も
の
が
要
求

さ
れ
る
側
面
と
が
、
同
時
的
に
見
ら
れ
る
。「
剣
」
は
、
剣
・

刀
の
霊
的
な
側
面
に
視
点
が
向
け
ら
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
刀
」
の
表
現
を
見
る
こ
と
で
、
一
層
明

ら
か
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を

期
し
た
い
。
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注1　
「
十
拳
（
掬
）
剣
」
が
「
御
刀
」「
大
刀
」（
神
代
記
）、「
剣
」
が
「
刀
」

（
景
行
記
）。『
日
本
書
紀
』
で
も
、「
剣
」
と
「
刀
」
の
混
用
が
認
め

ら
れ
る
。

2　
「
呉
都
賦
」
及
び
「
運
命
論
」。
な
お
箋
注
に
は
、「
其
訓
二
屬
鏤
一

為
二
豆
流
岐
一
者
、
当
レ
引
二
淮
南
子
注
云
屬
鏤
利
剣
一
也
」
と
あ
る
。

3　
『
四
聲
字
苑
』
は
、
上
田
正
『
切
韻
逸
文
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

昭
和
五
九
年
）
に
「
大
理
趣
六
波
羅
密
経
釈
文
に
引
く
（
単
に
字
苑

と
記
す
）
の
で
、
成
立
は
唐
代
の
我
が
国
の
平
安
初
期
以
前
に
当
る

頃
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。

4　
『
日
本
古
代
の
武
具　
『
国
家
珍
宝
帳
』
と
正
倉
院
の
器
仗
』
思
文

閣
出
版
、平
成
二
六
年
。
な
お
、近
藤
氏
は
、平
成
二
二
年
に
「
陽
剣
」

「
陰
剣
」
の
象
嵌
銘
が
発
見
さ
れ
た
「
東
大
寺
金
堂
鎮
壇
具
」
の
金

銀
荘
大
刀
二
口
と
「
国
家
珍
宝
帳
」
の
二
口
と
は
、
注
記
内
容
や
銘

の
相
違
か
ら
別
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

5　

嘉
慶
二
十
年
（
一
八
一
五
）
経
韵
楼
刻
本

6　

十
三
経
注
疏
（
元
阮
本
）
に
よ
る
。
周
礼
の
「
冬
官
考
工
記
」
は
、

も
と
の
「
冬
官
」
を
漢
の
武
帝
の
頃
に
「
考
工
記
」
で
補
っ
た
も
の

と
さ
れ
る
。

7　
『
日
本
考
古
学
事
典
』「
刀か

た
な」
項
（
白
石
太
一
郎
）・「
剣け
ん

」
項
（
町

田
章
）・「
銅
剣
」
項
（
岩
永
省
三
）（
三
省
堂
、
平
成
一
四
年
）、
小

林
青
樹
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
青
銅
器
文
化　

弥
生
青
銅
器

の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
記
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

１
８
５
集
、
平
成
二
六
年
二
月
を
参
照
。

8　
『
謎
の
七
支
刀
』
中
公
新
書
、
昭
和
五
八
年

9　
『
日
本
古
代
の
伝
承
と
東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
七
年

10　
『
説
話
論
集
一
四　

中
国
と
日
本
の
説
話
二
』
清
文
堂
出
版
、
平

成
一
六
年

11　

山
形
県
遊
佐
町
三
崎
山
か
ら
縄
文
時
代
後
期
の
青
銅
器
の
〔
刀
〕

（
刀
子
か
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
出
土
が
一
例
あ
る
。

12　

石
井
昌
國
「
古
代
の
刀
剣
」『
日
本
古
代
文
化
の
探
求　

鉄
』
社

会
思
想
社
、
昭
和
四
九
年
、
末
永
雅
雄
『
増
補　

日
本
上
代
の
武
器
』

本
文
篇
、
木
耳
社
、
昭
和
五
六
年
、
石
井
昌
國
・
佐
々
木
稔
『
古
代

刀
と
鉄
の
科
学　

増
補
版
』
雄
山
者
、
平
成
一
八
年

13　
「
古
代
の
刀
剣
」『
日
本
古
代
文
化
の
探
求　

鉄
』
社
会
思
想
社
、

昭
和
四
九
年

14　
「
日
本
上
代
文
化
と
武
器
」『
増
補 

日
本
上
代
の
武
器　

本
文
篇
』

前
篇
・
第
三
章
・
第
三
節
、
木
耳
社
、
昭
和
五
六
年

15　

鹿
島
神
宮
の
国
宝
「
直
刀　

黒
漆
平
文
大
刀
拵
」
は
、
奈
良
か
ら

平
安
期
の
作
と
さ
れ
、
総
長
二
七
〇
・
二
セ
ン
チ
も
あ
る
大
刀
で
あ

る
。〔
刀
〕
で
は
あ
る
が
、製
作
当
時
に
お
い
て
そ
の
大
き
さ
に
「
十

拳
剣
」
を
見
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

16　

土
橋
寛
「
夷
振
歌
の
物
語
的
背
景
」『
古
代
歌
謡
の
生
態
と
構
造
』

塙
書
房
、
昭
和
六
三
年

17　

内
田
賢
德
『
萬
葉
の
知　

成
立
と
以
前
』
第
一
章
‐
四
、塙
書
房
、

平
成
四
年

18　
『
思
想
大
系　

古
事
記
』
補
注
（
上
巻
）
一
一
四
。
な
お
、『
日
本

書
紀
』
に
「
大
葉
刈
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
刃
」「
刈
り
」
の
意
で

取
る
説
も
あ
る
。

19　
『
古
事
記
伝
』
に
賀
茂
真
淵
の
説
と
し
て
見
え
る
。

20　
「
鏡
を
め
ぐ
る
伝
承
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
中
‐

第
Ⅲ
章
付
論
二
、
塙
書
房
、
平
成
七
年

21　
『
続
日
本
紀
』
四
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
補
注
31
‐
五
九

22　

記
紀
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ク
マ
ソ
と
ハ
ヤ
ト
と
は
、
居
住
地
域
を
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同
じ
く
し
、
中
央
政
権
に
反
逆
を
繰
り
返
す
ク
マ
ソ
は
応
神
・
仁
徳

朝
以
前
に
姿
を
消
し
、
そ
れ
以
後
は
ハ
ヤ
ト
の
み
現
れ
る
と
さ
れ
る

（
中
村
明
蔵
『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史
的
研
究
』
名
著
出
版
、
昭
和

六
一
年
）。


